
は じ め に

　平成 19 年（暦年）の新規上場会社数は，121 社と平成 18 年の 188 社を大きく下回

りました。この理由としては，新興上場企業の不祥事等を受けての主幹事証券会社や

証券取引所による上場審査の厳格化や新興市場での株価の低迷などが挙げられます。

この傾向は平成 20 年にも続いており，現在の新規上場会社数は 49 社の予定であり，

平成 19 年を大幅に下回っています。ここまで落ち込んだことは近年ないことですが，

この理由としては，上述の理由に加え，サブプライムローン問題を初めとした一連の

金融不安による経済環境，上場予定企業の業績の悪化，四半期報告制度や内部統制報

告制度の導入による上場維持コストの増加はもとより上場準備コストの増加などが挙

げられます。

　新規上場会社数は減少傾向にありますが，上場意欲の高い会社は依然多く，一時延

期という会社もみられます。内部統制報告制度が導入されたことから，上場準備には

今まで以上に時間がかかることが予想され，これを契機にじっくりと上場準備に取り

組む会社が多いようです。

　このような状況の打開策の一つとして，東京証券取引所ではプロ向け市場の創設に

動き出しています。既存市場では上場できない企業に資金調達の機会を提供するとと

もに，リスクテイク能力のある機関投資家などのプロに新たな投資機会を提供する新

興市場で，来年の市場開設を計画しているようです。

　本書は，このような最近の株式上場の実務環境の変革について，できる限り網羅的

かつ平易に解説しております。株式上場を目指す会社の実務担当者が，本当に知りた

いことや株式上場の基準や取扱い等の解釈にあたっての疑問点などを，株式上場の実

務に長年携わってきた経験豊かな公認会計士が，Q＆A形式で解説しております。

　なお，基準や取扱いの解釈にあたっては，指針として明示されるものが少なく，長

年培ってきた経験やノウハウをもとに，文中，私見を交えて解説を行っている部分が

あることをあらかじめお断りいたします。

　本書が，株式上場を目指す会社の実務担当者のお役に立ち，上場作業が順調に進む

ことを心から祈っております。

　平成 20 年 12 月

あずさ監査法人

公開本部長

潮来 克士
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11Ж１

内部統制の評価と監査の導入スケジュールは

Q
　株式上場にあたって，内部統制の評価と監査の導入スケジュールは，どのように考

えればよいのでしょうか。

A
⑴ 内部統制評価の準備は，直前々期には，対応についてスケジュー

ル化しておくことが望まれる。

⑵ 外部監査人による内部統制監査の実施は，上場後最初に到来する

決算期からであり，そのため申請段階では，一通りの整備・運用・

評価を終えておくことが理想である。

2010 年 3 月期を申請期と考えた場合の導入スケジュール例
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１．内部統制評価の準備段階（上場申請期の直前々期）

　上場申請時には，内部統制報告書に対する監査報告書は必要ではありませんが，上

場後，初めて到来する決算時点で求められることから，かなり早い段階から内部統制

評価の準備を進めていく必要があります。

　上場申請直前々期においては，内部統制評価の観点からいえば準備段階であり，株

式上場に向けての基本的な課題の解決に注力する時期といえます。完全ではないにし

ても内部統制の整備についての対応を終えて課題をしぼりこんだ状態にしておくこと

が理想的といえます。例えば，ITのインフラに不備がある場合には，改善に時間が

かかり上場のスケジュール全体に影響することもありますので，優先順位を整理して

スケジュール化しておくことが肝要です。また，この段階では，内部統制の基本方針

の明確化やパイロットプロセス・拠点の選定といったことを行い，内部統制評価の展

開についての計画立案や取締役会での承認を取っておくことが望ましいでしょう。

　外部監査人については，独立性の観点から一定の制約はありますが，文書化等の過

不足を回避するためには両者の情報交換は不可欠といえます。

２．内部統制評価の文書化・テスト・改善段階（上場申請直前期)

　次に直前期においては，内部統制についての文書化，運用テスト，是正を要する事

項についての改善を行う時期となります。

　文書化のために要する期間は，会社の規模や評価の対象として選定された拠点・業

務プロセス等にもよるため，一概にはいえませんが，その後に運用テストを行い，是

正手段を講じることを考えると，できるだけ申請直前期の早い段階で文書化を行うこ

とが必要です。また，内部統制のテストで発見された不備の中に「重要な欠陥」に分

類されるものがある場合には，外部監査人による内部統制監査期間末までに適切な対

応が必要となります。

３．外部監査人による内部統制監査の実施段階

　上場後初めて到来する決算期について，外部監査人による内部統制監査が行われま

す。この段階では，すでに行ってきた文書化・内部統制のテストを通して，経営者自

らが内部統制の評価を行うことになります。

11　経営管理体制の整備について
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2010 年（平成 22 年）以降を直前期とする場合の上場準備作業イメージ（モデルケース)

（申請期については初年度であるため，経営者の評価は整備状況の評価から着手することにな

ると思われます）
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